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油
屋
熊
八
を
深
く
知
る
た
め
の

資
料
に
つ
い
て

秦
　
広
之

一　

 

は
じ
め
に

　

油
屋
熊
八
は
明
治
時
代
の
末
に
別
府
を
訪
れ
、
旅
館
経
営
者
と
し
て

事
業
を
展
開
し
つ
つ
別
府
の
観
光
宣
伝
や
大
型
バ
ス
に
よ
る
地
獄
め
ぐ

り
を
始
め
る
な
ど
「
別
府
観
光
の
功
労
者
」「
別
府
観
光
の
父
」
と
評

さ
れ
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

油
屋
熊
八
の
別
府
観
光
や
宣
伝
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
は
、
存
命
中
か

ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
功
績
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
七
年

（
一
九
五
二
）
に
当
時
別
府
市
図
書
館
長
を
務
め
て
い
た
兼
子
鎮
雄
に

よ
り
ま
と
め
ら
れ
（
兼
子
鎮
一
九
五
二
）、
熊
八
に
関
す
る
多
く
の
情

報
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
伝
記
・
評
伝
・
小
説
と
様
々
な
形

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
油
屋
熊
八
に
つ
い
て
深
く
知
る
た
め
に
、
関
連
資
料
群

に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
行
う
と
と
も
に
同
時
代
資
料
な
ど
を
紹
介
し

て
油
屋
熊
八
の
功
績
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二　

 

油
屋
熊
八
を
知
る
た
め
の
基
礎
資
料

　

明
治
末
に
別
府
を
訪
れ
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
油

屋
熊
八
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
三
月
二
十
七
日
に
七
十
三
歳
で

そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
四
月
六
日
に
別
府
市
公
会
堂
に
て
葬
儀
が
行
わ

れ
、
そ
の
際
に
参
列
者
に
配
布
さ
れ
た
の
が
『
油
屋
熊
八
翁
略
歴
』
で

あ
る
。
油
屋
熊
八
に
関
す
る
公
式
の
経
歴
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
ま
ず

は
こ
の
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
そ
の
人
生
を
振
り
返
り
た
い
。

　

油
屋
熊
八
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
十
六
日
に
現
在
の
愛

媛
県
宇
和
島
市
で
米
穀
問
屋
業
を
営
ん
で
い
た
油
屋
正
輔
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
二
十
七
歳
に
し
て
町
会

議
員
と
な
る
。
輸
出
税
全
廃
運
動
や
同
志
と
協
力
し
て
新
聞
を
創
刊
す

る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に

大
阪
に
出
て
、
株
式
相
場
で
莫
大
な
富
を
得
て
油
屋
将
軍
と
呼
ば
れ

る
も
失
敗
し
、
再
生
の
機
会
を
新
天
地
に
求
め
る
た
め
明
治
三
十
年

（
一
八
九
七
）三
十
五
歳
の
時
に
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
。
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
帰
国
に
先
立
ち
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
滞
在
中
、
三
谷
牧
師

よ
り
受
洗
し
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
依
す
る
。
明
治
四
十
四
年
（
一九一一）
十

月
一日
に
「
旅
人
を
懇
ろ
に
せ
よ
」
と
い
う
聖
句
を
体
現
す
る
た
め
亀
の

井
旅
館
を
開
業
し
、
そ
の
後
は
業
務
を
拡
張
し
亀
の
井
ホ
テ
ル
と
改
名
、

日
本
ホ
テ
ル
協
会
に
加
わ
る
。
昭
和
四
年
（
一九
二
九
）
春
に
は
米
国
太
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平
洋
ホ
テ
ル
協
会
の
招
待
を
受

け
、
日
本
ホ
テ
ル
協
会
を
代
表

し
て
再
び
ア
メ
リ
カ
に
渡
航

し
、
別
府
温
泉
の
宣
伝
を
し
て

帰
国
。別
府
の
発
展
に
尽
く
し
、

大
分
・
熊
本
・
長
崎
三
県
を
連

結
す
る
国
際
遊
覧
幹
線
を
主

唱
、
県
下
へ
の
企
業
誘
致
、
由

布
院
の
開
発
、
ゴ
ル
フ
場
の
建

設
、
飛
行
思
想
の
普
及
、
サ
ー

ビ
ス
の
改
善
、
亀
の
井
自
動
車

会
社
の
設
立
と
解
説
付
遊
覧
バ

ス
の
運
行
を
開
始
し
た
。
勤
労

主
義
を
吹
聴
し
、
昭
和
六
年

（
一
九
三
一
）
に
は
、
掌

て
の
ひ
らの
大

き
さ
を
競
う
全
国
大
掌
大
会
を

開
催
し
た
。

　

以
上
が『
油
屋
熊
八
翁
略
歴
』

に
記
さ
れ
て
い
る
主
な
経
歴
で

あ
る
。

　

な
お
こ
の
略
歴
に
は
、
油
屋
熊
八
の
伝
記
に
時
折
見
ら
れ
る
米
相
場

師
と
し
て
の
活
躍
や
富
士
山
に「
山
は
富
士
、海
は
瀬
戸
内
、湯
は
別
府
」

の
標
柱
を
建
て
る
話
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

三　

 

油
屋
熊
八
関
連
資
料
の
分
類

油
屋
熊
八
に
関
す
る
資
料
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
簡
単
に
分
類

す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
１
）
油
屋
熊
八
自
身
が
携
わ
っ
た
資
料

熊
八
が
記
し
た
文
章
（
手
記
・
寄
稿
文
・
手
紙
・
大
手
形
色
紙
・

俳
句
）、
熊
八
が
写
っ
た
写
真
、
熊
八
が
掲
載
し
た
新
聞
広
告

（
２
）
同
時
代
資
料
（
文
久
二
年
～
昭
和
十
年
）

新
聞
記
事
、
図
書
・
雑
誌
記
事
、
官
公
庁
の
記
録
、
他
者
の
執
筆

に
よ
る
日
記
・
随
筆
及
び
俳
句
・
絵
画
、
梅
田
家
資
料

（
３
）
油
屋
熊
八
の
没
後
に
知
人
に
よ
り
記
さ
れ
た
資
料

油
屋
熊
八
と
と
も
に
観
光
宣
伝
活
動
を
行
っ
て
い
た
人
物
の
手
記

（
宇
都
宮
則
綱
一
九
六
五
・
原
北
陽
一
九
八
一
な
ど
）

知
人
に
よ
る
伝
記
・
手
記
（
兼
子
鎮
雄
一
九
五
二
な
ど
）

油
屋
熊
八
氏
を
偲
ぶ
座
談
会
（
一
九
五
〇
）
な
ど
の
証
言

（
４
）
後
世
に
油
屋
熊
八
の
業
績
を
ま
と
め
た
資
料

伝
記
・
論
考
・
小
説
（
是
永
勉
一
九
六
六
・
志
多
摩
一
夫
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一
九
七
九
・
安
部
巌
一
九
八
〇
・
佐
賀
忠
男
一
九
八
四
・
村

上
秀
夫
一
九
九
八
・
小
野
弘
二
〇
一
〇
ほ
か
・
岩
藤
み
の
る

一
九
九
九
・
堀
田
譲
二
〇
〇
二
ほ
か
・
三
重
野
勝
人
二
〇
〇
四
・

外
山
健
一
二
〇
〇
九
ほ
か
・
松
田
法
子
二
〇
一
二
）
な
ど

　

油
屋
熊
八
の
功
績
を
深
く
知
る
た
め
に
は
、（
１
）
油
屋
熊
八
自
身

が
携
わ
っ
た
資
料
、（
２
）
同
時
代
資
料
（
文
久
三
年
～
昭
和
十
年
）
を

丹
念
に
探
索
し
事
実
を
押
さ
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
以
下
で
は
本
人

が
記
し
た
資
料
や
同
時
代
資
料
を
紹
介
し
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
。

四　

油
屋
熊
八
関
連
資
料
の
紹
介

（
１
）
油
屋
熊
八
自
身
が
携
わ
っ
た
資
料

◇
関
東
大
震
災
を
受
け
て
油
屋
熊
八
が
記
し
た
建
議
書

　
【
建
議
書　
『
華
を
去
り
実
に
就
け
』
に
つ
い
て
】

　

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
十
一
月
三
十
日
付
で
海
軍
大
臣
財
部
彪

に
提
出
し
た
建
議
書
が
存
在
す

る
。
表
紙
に
は
「
大
分
縣
別
府

町
油
屋
熊
八　

建
議
書
『
華
を

去
り
實
に
就
け
』
に
つ
い
て　

海
軍
大
臣
財
部
彪
閣
下
」
と
あ

る
。
こ
の
建
議
書
が
提
出
さ
れ

る
三
か
月
前
の
九
月
一
日
に

関
東
大
震
災
が
発
生
し
、
死

者
行
方
不
明
者
十
万
五
千
人

と
い
う
未
曽
有
の
大
災
害
が

起
き
て
る
。「
華
を
去
り
實
に

就
け
」
と
は
、「
見
か
け
を
は

で
に
飾
る
こ
と
を
や
め
て
、

質
実
な
態
度
を
と
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
、
震
災
直
後

に
発
せ
ら
れ
た
大
正
天
皇
の

詔
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た
め

の
山
本
首
相
の
告
諭
に
も
使

わ
れ
て
お
り
、
国
民
に
浸
透
し
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
熊
八
は
こ
の
大

災
害
を
契
機
に
自
身
が
日
本
の
弊
害
と
考
え
る
事
柄
に
つ
い
て
改
め
る

よ
う
政
府
へ
提
言
し
て
い
る
。

　

こ
の
建
議
書
は
原
稿
用
紙
二
十
四
枚
に
も
わ
た
る
も
の
で
提
出
先
で

あ
る
海
軍
大
臣
財
部
彪
は
、
震
災
直
後
組
閣
さ
れ
た
山
本
権
兵
衛
内
閣

に
お
い
て
海
軍
大
臣
と
な
り
、
度
々
別
府
へ
訪
れ
亀
の
井
に
宿
泊
し
て

お
り
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
。

　

建
議
書
の
要
旨
と
し
て
次
の
十
一
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。

▼

建
議
書
の
表
紙

▲

建
議
書
の
要
旨
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一
、
我
国
民
の
糧
食
を
豊
富
に
せ
ん
為
清
酒
の
送
石
を
半
減
し
国
税
を

倍
額
に
増
加
す
る
事

二
、二
重
生
活
の
悪
癖
を
改
め
し
む
る
事

三
、
我
国
取
引
所
を
七
八
ヶ
所
に
制
限
す
る
事

四
、
勧
業
債
券
割
増
附
（
宝
く
じ
）
を
改
正
す
る
事

五
、
贅
沢
品
に
重
税
を
課
す
る
事

六
、
大
に
国
産
（
殊
日
に
蚕
業
）
を
奨
励
す
る
事

七
、
銀
行
業
者
は
他
の
事
業
に
関
係
せ
し
め
ざ
る
事

八
、
大
会
社
の
暴
利
を
取
締
る
事

九
、
政
府
及
民
間
経
営
の
鉄
道
電
車
汽
船
等
の
運
賃
を
調
査
し
高
く
ば

之
を
引
下
く
る
事

十
、
煙
草
売
下
げ
代
価
を
倍
増
に
値
上
げ
す
る
事

十
一
、
こ
の
大
震
災
を
記
念
に
大
に
謹
倹
貯
蓄
を
奨
励
す
る
事

　

各
項
目
に
つ
い
て
詳
細
に
語
ら
れ
て
お
り
、
自
身
が
徹
底
し
た
禁
酒

に
関
す
る
事
柄
や
旅
館
業
と
も
関
連
す
る
交
通
機
関
の
値
下
げ
に
関
す

る
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
青
年
期
に
大
阪
株
式

取
引
所
の
株
式
を
し
て
巨
万
の
富
を
築
い
た
株
式
取
引
に
つ
い
て
も

「
全
国
の
取
引
所
（
実
は
公
然
の
博
奕
場
）
左
記
の
都
市
七
ヶ
所
に
断

然
制
限
す
る
こ
と
」
と
し
、
東
京
・
横
浜
・
名
古
屋
・
京
都
・
大
阪
・

神
戸
・
下
関
に
制
限
し
、
会
員
制
に
し
て
資
産
と
信
用
と
人
格
が
あ
る

も
の
に
限
る
こ
と
と
し
「
拙
者
も
郷
里
宇
和
島
で
親
譲
り
の
実
業
も
家

も
〇
も
〇
〇
〇
身
代
限
り
北
浜
市
場
に
献
上
せ
し
実
は
一
人
で
間
違
の

な
い
生
き
た
証
人
で
あ
る
」
と
綴
っ
て
い
る
。
な
お
、
北
浜
市
場
と
は

大
阪
株
式
取
引
所
の
こ
と
で
あ
り
、「
身
代
限
り
」
＝
財
産
の
限
り
を

献
上
し
た
と
自
身
の
体
験
を
述
べ
て
い
る
。

◇
新
聞
広
告
を
使
っ
た
別
府
温
泉
の
宣
伝

　

油
屋
熊
八
は
宣
伝
方
法
と
し
て
新
聞
広
告
を
活
用
し
て
い
る
。
基
本

的
に
は
自
ら
が
経
営
す
る
旅
館
の
宣
伝
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て

い
る
記
事
に
は
そ
の
時
々
の
熊
八
の
考
え
方
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

『
大
正
五
年
十
一
月
十
九
日
付　

東
京
朝
日
新
聞
広
告
』

　
「
別
府
温
泉　

▲
別
府
温
泉
を
知
ら
ぬ
人
は
恐
ら
く
温
泉
を
語
る
資

格
な
し
▲
気
候
の
温
暖
な
る
こ
と
実
に
熱
海
以
上
な
り
▲
風
光
は
瀬
戸

内
海
を
前
に
控
え
後
に
由
布
鶴
見
の
火
山
あ
り
北
は
天
下
の
耶
馬
渓
に

隣
し
て
其
雄
大
云
は
ん
方
な
し
▲
大
阪
よ
り
船
せ
ば
其
行
程
一
昼
夜
盥

の
如
き
海
上
に
瀬
戸
内
海
の
景
色
を
恣
に
し
千
四
百
頓
大
の
最
新
式
紅

丸
は
別
府
浴
客
快
楽
の
為
に
往
復
せ
り
▲
東
京
駅
午
前
八
時
の
特
急
列

車
に
乗
車
せ
ら
る
れ
ば
車
中
一
泊
翌
朝
瀬
戸
内
海
を
左
に
見
つ
つ
午
後

三
時
に
は
別
府
霊
泉
に
親
め
り
▲
旅
館
は
約
二
百
軒
あ
り
軽
便
の
自
炊
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式
あ
り
旅
籠
式
あ
り
い
づ
れ
も
清
潔
を
旨
と
せ
り　

旅
館
亀
の
井　

油

屋
熊
八
」

　

こ
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
は
、
亀
の
井
を

創
業
し
て
五
年
程
度
経
過
し
、
旅
館
経
営
は
軌
道
に
の
り
つ
つ
あ
る
も

の
の
流
川
通
り
が
旅
館
の
前
を
通
る
か
通
ら
な
い
か
の
時
期
で
あ
る
。

　

広
告
の
最
後
に
旅
館
の
名
前
を
載
せ
る
以
外
は
す
べ
て
別
府
温
泉
の

宣
伝
に
費
や
し
て
お
り
、
旅
館
は
二
百
軒
あ
り
い
づ
れ
も
清
潔
を
旨
と

し
て
い
る
な
ど
、
別
府
温
泉
の
旅
館
設
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る
。

◇
大
阪
商
船
へ
の
要
望

『
大
正
九
年
三
月
一
日
付　

東
京
朝
日
新
聞
広
告
』

　
「
大
阪
商
船
は
瀬
戸
内
海
交
通
に
貢
献
す
る
處
多
し
、
併
し
欧
米
で

は
飛
行
機
が
船
の
代
用
を
し
つ
つ
あ
る
世
の
中
世
界
有
名
の
パ
ノ
ラ
マ

た
る
瀬
戸
内
海
に
僅
々
一
時
間
十
浬
の
徐
行
た
る
紅
丸
が
急
行
船
で
御

座
る
と
は
五
大
強
国
の
我
帝
国
聊
か
以
て
心
元
な
し
我
等
は
大
阪
商
船

に
此
際
一
層
奮
発
を
懇
望
す
る
や
實
に
切
な
り
」

　

交
通
の
重
要
性
を
説
い
て
お

り
、
欧
米
に
お
け
る
飛
行
機
の

利
用
ま
で
持
ち
出
し
て
、
大
阪

商
船
に
対
し
て
叱
咤
激
励
を
し

て
い
る
。
な
お
、
大
阪
商
船
は

翌
年
の
大
正
十
年（
一
九
二
一
）

に
紫
丸
を
竣
成
さ
せ
、
熊
八
は

こ
の
時
の
喜
び
を
扇
に
記
し
知

人
に
配
布
し
て
い
る
。

◇
茶
代
の
廃
止

『
大
正
十
一
年
八
月
十
九
日
付　

東
京
朝
日
新
聞
広
告
』

　
「
暑
中
御
伺
申
上
げ
ま
す　

此
度
弊
館
が
開
業
満
十
周
年
の
記
念
と

し
て
、
来
る
九
月
一
日
か
ら
左
の
如
く
に
実
行
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し

た
。　

茶
代
廃
止
＝
お
客
室
に
応
じ
相
当
な
間
料
を
頂
き
お
茶
代
は
一



― 65 ―

切
謝
絶
し
ま
す
。　

宿
料
値
下
＝
従
来
よ
り
約
二
割
方
引
下
げ
尚
一
週

間
以
上
の
御
滞
在
は
割
引
致
し
ま
す
。」

　　

茶
代
と
は
、
宿
泊
料
金
や
従
業
員
に
渡
す
心
付
け
と
は
別
に
、
旅
館

に
対
し
て
支
払
う
金
銭
の
こ
と
で
（
富
田
二
〇
〇
三
）、
当
時
と
し
て

は
一
般
的
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
宿
泊
者
を
煩
わ
せ
、
時
に
は

不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
茶
代
は
宿
泊
業

者
と
し
て
も
大
き
な
収
入
の

一
つ
で
も
あ
っ
た
が
、
旅
館
の

サ
ー
ビ
ス
改
善
を
考
え
る
熊

八
は
、
宿
泊
客
を
不
快
さ
せ

る
茶
代
を
い
ち
早
く
廃
止
し
、

宿
泊
料
金
を
明
確
に
し
た
。

（
２
）
同
時
代
資
料

　

油
屋
熊
八
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
様
々
な
活
動
を
行
い
、
当
時
の
新

聞
や
雑
誌
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く

の
文
化
人
や
政
財
界
人
と
も
交
流
を
持
ち
、
そ
の
人
物
の
日
記
や
手
記

な
ど
の
記
録
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
同
時
代
資
料
も
熊
八
を
深
く

知
る
上
で
は
重
要
な
資
料
と
な
る
。

◇
宇
和
島
時
代
の
活
動

『
明
治
二
十
四
年
五
月
一
日
付　

東
京
朝
日
新
聞
』　

　
「
輸
出
税
全
廃
の
建
議　

宇
和
島
実
業
青
年
倶
楽
部
に
て
は
神
森
眞

一
、
油
屋
熊
八
の
両
氏
を
総
代
と
し
て
上
京
せ
し
め
一
昨
日
輸
出
税
全

廃
の
建
白
書
を
大
蔵
大
臣
へ
提
出
せ
し
由
又
右
の
両
氏
は
上
京
の
途
次

大
阪
及
び
静
岡
の
商
法
会
議
所
及
び
実
業
者
を
訪
問
し
て
意
見
を
叩
き

た
る
に
何
れ
も
両
氏
の
説
に
賛
成
を
表
し
同
じ
く
建
白
書
を
其
筋
へ
提

出
す
る
こ
と
を
約
し
た
り
と
」

　

こ
の
記
事
は
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二)

に
三
十
歳
で
大
阪
へ
進

出
す
る
前
年
の
も
の
で
あ
り
、
熊
八
は
宇
和
島
実
業
青
年
倶
楽
部
に
所

属
し
、
そ
こ
で
取
り
ま
と
め
た
輸
出
税
全
廃
の
建
議
書
を
大
蔵
大
臣
に

提
出
し
、
そ
の
途
中
の
大
阪
や
静
岡
に
お
い
て
演
説
を
し
て
賛
意
を
取
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り
付
け
た
と
記
事
に
あ
る
。
青
年
期
か
ら
活
発
な
行
動
を
し
て
い
た
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
記
事
で
あ
る
。

◇
東
京
で
の
活
動

『
明
治
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
付　

東
京
朝
日
新
聞
』

　
「
電
気
事
業　

王
子
電
鉄　

小
山
田
信
蔵
河
村
隆
実
油
屋
熊
八
諸
氏

は
資
本
金
二
十
五
萬
圓
を
以
て
府
下
王
子
村
よ
り
下
谷
坂
本
町
に
至
り

三
分
し
一
は
金
杉
通
り
南
千
住
町
へ
一
は
上
野
広
小
路
へ
一
は
浅
草
公

園
に
至
る
電
気
鉄
道
布
設
の
儀
一
昨
日
願
出
づ
」

　

電
鉄
事
業
に
つ
い
て
進
出
を
目
論
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ

る
。
こ
の
電
鉄
事
業
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
か
不
明
で

あ
る
が
、
現
在
の
台
東
区
上
野
付
近
で
電
鉄
事
業
を
計
画
し
て
い
た
こ

と
が
判
る
。
熊
八
は
こ
の
頃
、
大
阪
の
邸
宅
と
は
別
に
、
電
鉄
事
業

を
計
画
し
て
い
た
場
所
の
近
く
（
現
在
の
日
暮
里
駅
付
近
）
に
住
居

を
構
え
東
京
で
の
拠
点
と
し
て
い
た
。
熊
八
の
住
居
か
ら
数
軒
隣
に

あ
る
羽
二
重
団
子
を
好
物
に
し
て
い
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
（
澤
野

一
九
九
九
）。
隣
町
は
根
岸
で
あ
り
、
こ
の
当
時
俳
句
や
短
歌
に
新
風

を
吹
き
込
ん
で
い
た
正
岡
子
規
の
邸
宅
（
子
規
庵
）
は
徒
歩
数
分
の
距

離
に
あ
っ
た
。
子
規
の
他
に
も
付
近
に
は
多
く
の
文
化
人
も
住
ん
で
い

る
場
所
で
も
あ
っ
た
。

◇
財
界
人
と
の
交
流

『
竜
門
雑
誌
第
九
十
号
（
明
治
二
十
八
年
十
一
月
』

「
竜
門
社
に
て
は
、
去
月
十
七
日
午
後
一
時
よ
り
日
本
橋
浜
町
一
丁
目

日
本
橋
倶
楽
部
に
於
て
第
十
五
回
総
集
会
を
開
か
れ
た
り
（
中
略
）
油

屋
熊
八
君
（
後
略
）」

　

明
治
二
十
八
年
十
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
竜
門
社
総
集
会
の
記
録

で
あ
る
。
竜
門
社
と
は
渋
沢
栄
一
を
慕
っ
て
渋
沢
邸
に
寄
寓
し
て
い
た

書
生
た
ち
が
始
め
た
勉
強
会
が
起
源
と
な
り
、
現
在
の
公
益
財
団
法
人

渋
沢
栄
一
記
念
財
団
に
つ
な
が
る
団
体
で
あ
る
。
こ
の
時
の
総
集
会
で

は
、渋
沢
栄
一
・
徳
富
猪
一
郎（
蘇
峰
）・
尾
高
惇
忠
ら
の
演
説
が
催
さ
れ
、

夕
方
か
ら
は
庭
園
で
の
園
遊
会
、
夜
は
中
国
料
理
の
晩
餐
な
ど
が
行
わ

れ
た
。政
財
界
や
文
化
人
ら
が
招
か
れ
て
お
り
、こ
の
よ
う
な
中
で
様
々

な
人
物
を
知
り
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
交
流
は
の
ち
に
別
府
で
旅
館
業
を
開
業
し
て
の
ち
、
特
に
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創
業
時
に
生
か
さ
れ
て
お
り
渋
沢
栄
一
は
、
熊
八
が
別
府
で
旅
館
業
を

開
業
し
て
間
も
な
い
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
六
月
六
日
に
別
府
を
訪

れ
亀
の
井
に
宿
泊
し
て
お
り
、
亀
ノ
井
は
名
士
も
泊
ま
る
旅
館
と
し
て

定
評
が
高
ま
り
、
飛
躍
的
に
発
展
す
る
要
因
に
も
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
熊
八
は
明
治
二
十
九
年
九
月
二
十
日
開
催
の
第
十
七

回
秋
季
総
集
会
に
も
参
加
を
し
て
い
る
。

◇
大
阪
株
式
取
引
所
仲
買
人
時
代

『
大
阪
株
式
取
引
所
沿
革
及
統
計
書　

自 

明
治
十
一
年　

至 

明
治

三
十
四
年
』

　

大
阪
株
式
取
引
所
の
沿
革
に
油
屋
熊
八
の
株
式
仲
買
人
時
代
の
開
廃

業
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

開
業
年
月
日　

明
治
二
十
六
年
七
月
一
日

廃
業
年
月
日　

明
治
三
十
年
九
月
二
十
七
日

氏
名　

油
屋
熊
八

　

こ
の
資
料
で
は
大
阪
株
式
取
引
所
仲
買
人
と
し
て
の
開
業
及
び
廃
業

の
時
期
が
判
る
資
料
で
あ
る
。

◇
大
正
時
代
の
油
屋
熊
八

市
島
春
城
『
双
魚
堂
日
誌
』（
大
正
四
年
）

　
「
四
時
二
十
分
、
博
多
を
発
し
小
倉
ニ
至
る
。
此
間
急
行
小
倉
よ
り

分
岐
し
て
別
府
ニ
赴
む
く
途
次
、
中
津
を
過
ぎ
耶
馬
渓
山
を
遥
か
に
見

る
。
九
時
十
分
別
府
ニ
着
。
同
行
坪
谷
水
哉
也
。
亀
の
井
ニ
投
す
。
此

家
の
主
人
油
屋
熊
八
、
東
京
に
あ
り
し
頃
の
相
識
也
。」

　

市
島
謙
吉
（
春
城
）
は
、
衆
議
院
議
員
、
早
稲
田
大
学
初
代
図
書
館

長
を
務
め
た
人
物
で
、
熊
本
で
行
わ
れ
た
全
国
図
書
館
協
会
全
国
大
会

か
ら
の
帰
路
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
五
月
六
日
に
別
府
を
訪
れ
た

際
の
日
記
で
あ
る
。「
此
家
の
主
人
油
屋
熊
八
、
東
京
に
あ
り
し
頃
の

相
識
也
」
と
あ
り
、
油
屋
熊
八
が
東
京
に
も
拠
点
を
置
い
て
い
た
頃
の

知
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

◇
高
崎
山
の
別
荘
計
画

千
葉
江
東
『
西
の
旅
の
印
象
』（
大
正
四
年
）

「（
高
崎
山
）
亀
の
井
主
人
此
の
山
頂
に
十
万
坪
の
土
地
を
買
占
め
て
、
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近
く
大
別
荘
を
起
さ
ん
と
し
て
居
る
。
名
は
聴
猿
閣
」

　

千
葉
亀
雄
（
江
東
）
は
、
評
論
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
。

時
事
新
報
記
者
時
代
の
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
東
京
記
者
団
の
一

員
と
し
て
別
府
を
訪
れ
て
い
る
。

　

油
屋
熊
八
が
高
崎
山
の
土
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は
、
兼
子
鎮
雄

に
よ
り
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
高
崎
山
の
土
地
は
財
政
的
に
窮
地
と
な
っ

た
時
に
手
放
し
て
お
り
「
そ
の
金
全
部
は
債
主
の
為
に
取
り
あ
げ
ら
れ

油
屋
翁
の
手
に
は
一
銭
の
金
も
は
い
ら
な
か
っ
た
、
こ
の
時
は
流
石
の

翁
も
男
泣
き
に
泣
い
た
」（
兼
子
鎮
一
九
五
二
）
と
伝
え
ら
れ
、
高
崎

山
の
別
荘
計
画
は
頓
挫
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
実
業
之
世
界　

三
月
号
』（
大
正
十
年
）

　

大
正
十
年
に
発
行
さ
れ
た
『
実
業
之
世
界　

三
月
号
』
に
は
「
別
府

名
物　

亀
の
井　

油
屋
熊
八
君
」
と
し
て
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
『
実
業
之
世
界
』
は
渋
沢
栄
一
な
ど
も
寄
稿
し
て
い
る
全
国
誌
で
、

実
業
家
油
屋
熊
八
の
活
躍
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
別
府
に
、
温
泉
、
羊
羹
、
温
泉
染
、
等
も
と
よ
り
名
物
が
多
い
が
最

大
の
名
物
は
、
恐
ら
く
旅
館
亀
の
井
の
主
人
油
屋
熊
八
君
で
あ
る
。
別

府
の
停
車
場
へ
下
り
る
人
、
別
府
の
波
止
場
へ
下
り
る
人
は
、
洋
服
姿

の
い
か
め
し
い
駆
幹
偉
大
な
、
禿
頭
の
老
人
が
多
勢
の
番
頭
を
指
揮
し

て
、
客
を
送
迎
す
る
の
を
見
る
。
そ
の
禿
頭
氏
が
即
ち
わ
が
油
屋
熊
八

君
で
あ
る
。（
中
略
）
初
は
四
間
か
五
間
の
自
炊
宿
で
あ
っ
た
が
、
僅

か
十
年
に
し
て
、
徳
川
頼
倫
候
、
渋
澤
子
、
久
原
房
之
助
氏
等
を
初
め

東
西
名
士
を
定
客
と
し
、
別
府
の
名
家
日
名
子
旅
館
と
相
並
ん
で
一
流

の
旅
館
と
な
る
に
至
っ
た
。
亀
の
井
と
名
づ
け
た
の
は
、
一
つ
は
不
老

町
に
在
っ
て
、
不
老
泉
と
同
質
の
温
泉
が
湧
く
の
で
鶴
は
千
年
、
亀
は

萬
年
に
因
ん
だ
の
が
一
つ
、
油
屋
で
は
、
大
阪
辺
の
債
鬼
が
襲
来
す
る

恐
れ
が
あ
る
の
が
一
つ
、
大
阪
で
の
失
敗
し
た
の
が
脱
兎
的
活
躍
に
因

し
て
居
た
の
に
鑑
み
て
亀
の
歩
み
の
遅
き
を
学
ば
ん
と
し
た
の
が
一

つ
。
併
し
、
此
の
亀
は
案
外
早
く
、
少
な
く
と
も
別
府
一
流
の
旅
館
と

▼

『
実
業
之
世
界
　
三
月
号
』（
大
正
十
年
）
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云
う
目
標
ま
で
は
駈
け
着
い
た
が
、
此
の
亀
の
理
想
は
も
つ
と
大
き
い

所
に
あ
る
。
昨
年
大
分
縣
で
大
演
習
が
行
わ
れ
た
時
、
外
国
武
官
の
多

数
は
、
別
府
に
宿
泊
し
た
が
、
別
府
に
は
戦
時
中
不
景
気
で
休
業
し
て

居
っ
た
別
府
ホ
テ
ル
が
一
軒
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
油
屋
君
は
、
大
い

に
発
奮
し
て
十
六
人
の
外
国
武
官
を
引
受
け
た
。
そ
し
て
東
京
の
精
養

軒
か
ら
腕
利
き
の
コ
ッ
ク
七
八
人
と
洋
風
装
飾
、
食
料
品
一
切
を
貨
車

二
台
分
と
を
借
り
込
ん
で
、
十
六
人
悉
皆
に
満
足
で
あ
っ
た
と
言
わ
せ

た
、
此
の
禮
を
聞
い
た
ば
か
り
に
、
油
屋
君
は
約
二
千
圓
損
を
し
た
が
、

是
れ
が
世
界
に
対
す
る
別
府
の
広
告
料
だ
と
思
え
ば
安
い
も
の
で
す
と

云
っ
た
と
云
う
。
け
れ
ど
も
、
其
の
別
府
に
ホ
テ
ル
ら
し
い
ホ
テ
ル
が

一
つ
も
な
い
と
云
う
の
は
別
府
の
名
折
れ
だ
と
考
え
た
油
屋
君
は
こ
こ

に
、
別
府
南
埋
立
地
、
朝
見
山
を
負
ひ
、
豊
後
湾
を
控
て
三
歩
に
し
て

海
へ
は
い
れ
る
地
点
へ
亀
の
井
ホ
テ
ル
の
敷
地
と
卜
し
、
資
本
金
百
萬

圓
の
株
式
会
社
を
起
こ
さ
ん
と
し
て
、
頻
り
に
奔
走
し
て
居
る
。」

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
頃
の
油
屋
熊
八
の
活
躍
が
分
か
る
資
料
で

あ
る
。
別
府
駅
頭
や
別
府
港
に
お
け
る
観
光
客
の
受
け
入
れ
に
奔
走
す

る
姿
や
外
国
武
官
を
受
け
入
れ
た
際
に
日
本
に
お
け
る
西
洋
料
理
の
草

分
け
で
あ
る
東
京
の
精
養
軒
か
ら
コ
ッ
ク
を
招
き
、
食
器
や
食
材
な
ど

を
持
ち
込
ん
で
も
て
な
し
、
赤
字
も
世
界
に
向
け
た
別
府
の
広
告
料
と

と
ら
え
て
い
た
。
ま
た
、
ホ
テ
ル
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
も
紹
介
さ
れ
、

こ
の
こ
ろ
す
で
に
海
外
か
ら
の
観
光
客
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
考
え
て

い
た
こ
と
も
判
る
資
料
で
あ
る
。

◇
富
士
山
の
宣
伝
標

　

富
士
山
頂
に
「
山
は
富
士
、
海
は
瀬
戸
内
、
湯
は
別
府
」
の
標
柱
を

梅
田
凡
平
に
託
し
て
設
置
し
た
と
さ
れ
る
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
当
時

の
新
聞
記
事
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

『
大
正
十
四
年
六
月
二
十
七
日
付
け
大
分
新
聞
』

「
夏
の
富
士
登
山　

別
府
発
展
祈
願

　

別
府
市
の
日
本
旅
行
文
化
協
会
支

部
主
催
に
て
今
夏
富
士
登
山
団
を
募

集
し
て
居
る
が
『
別
府
大
発
展
祈
願

の
為
め
』
と
い
う
触
込
み
で
既
に
学

生
、
婦
人
等
数
名
の
申
込
み
が
あ
る

一
行
は
七
月
十
七
日
む
ら
さ
き
丸
に

て
出
発
十
八
日
朝
神
戸
よ
り
急
行
御

殿
場
一
泊
十
九
日
早
朝
登
山
七
合
目

一
泊
、
二
十
日
午
前
三
時
頂
上
に
て
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参
光
、
午
後
御
殿
場
に
て
解
散
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
会
費
二
十
七

円
、
申
込
は
五
円
を
添
へ
て
不
老
町
梅
田
凡
平
方
へ
」　　

　　

こ
の
記
事
で
は
日
本
旅
行
文
化
協
会
支
部
の
主
催
で
富
士
登
山
団
の

募
集
を
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
会
費
は
二
十
七
円
で
、
梅

田
凡
平
方
へ
五
円
を
添
え
て
申
し
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『
大
正
十
四
年
七
月
十
五
日
付
け
大
分
新
聞
』

　
「
別
府
市
制
記
念
の
富
士
登
山　

山
頂
に
宣
伝
標　

別
府
お
伽
倶

楽
部
主
催
の
市
制
一
周
年
記
念
富
士
登
山
会
は
入
会
者
が
多
く
既
に

三
四
十
名
に
達
し
出
発
の
十
七
日
ま

で
に
は
更
に
相
当
参
加
す
る
見
込
み

だ
が
市
当
局
で
は
此
機
会
に
富
士
山

山
上
に
別
府
の
宣
伝
を
す
る
為
め
表

面
に
『
山
は
富
士
、
海
は
瀬
戸
内
、

湯
は
別
府
』
と
大
書
し
裏
に
『
別
府

市
役
所
温
泉
課
』
と
記
し
た
八
寸
角

二
間
の
棒
杭
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ

た
」

　

こ
の
記
事
で
は
、
主
催
が
別
府
お
伽
倶
楽
部
と
な
っ
て
い
る
。
お
伽

倶
楽
部
と
は
、
久
留
島
武
彦
が
始
め
た
口
演
童
話
を
中
心
と
す
る
児
童

文
化
運
動
で
あ
る
。
別
府
で
は
梅
田
凡
平
が
中
心
と
な
っ
て
全
国
の
お

伽
倶
楽
部
と
連
携
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
記
事
で
は
市
当
局
が
別

府
の
宣
伝
の
た
め
「
山
は
富
士
、
海
は
瀬
戸
内
、
湯
は
別
府
」
の
八
寸

角
（
約
二
十
四
㎝
角
）
二
間
（
約
三
ｍ
三
十
六
㎝
）
の
標
柱
を
建
て
る

こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

『
大
正
十
四
年
七
月
二
十
五
日
付
け
大
分
新
聞
』

　
「
別
府
の
富
士
登
山
隊　

石
室
で
余
興
や
演
説
会
開
催　

一
丈
餘
の

記
念
建
設　

去
る
十
七
日
別
府
を
出
発
し
た
別
府
市
の
富
士
登
山
隊
一

行
二
十
二
名
は
神
戸
経
由
十
八
日

夜
御
殿
場
に
到
着
同
地
に
一
泊
し

翌
十
九
日
午
前
四
時
浅
間
神
社
に

参
拝
し
登
山
の
安
全
を
祈
念
し
て

直
ち
に
出
発
、
乗
馬
で
太
郎
坊
に

至
り
同
地
か
ら
一
部
は
徒
歩
に
よ

り
一
部
は
尚
ほ
騎
馬
を
続
け
て
五

合
目
に
至
り
そ
の
夜
は
七
合
八
合

目
に
お
い
て
一
泊
し
石
室
に
お
い
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て
種
々
の
余
興
や
演
説
会
を
催
し
室
前
に
は
一
丈
の
『
山
は
富
士　

海

は
瀬
戸
内　

温ゆ
泉
は
別
府
』
の
記
念
標
を
立
て
二
十
日
午
前
五
時
か
ら

出
発
八
合
目
に
お
い
て
御
来
光
を
拝
し
絶
頂
に
達
し
た
の
は
午
前
九
時

で
あ
っ
た
が
其
所
に
お
い
て
記
念
の
温
泉
宣
伝
の
ビ
ラ
を
散
布
し
て
演

説
会
を
催
し
た
そ
れ
よ
り
一
山
の
途
に
つ
き
砂
走
り
を
快
走
し
て
午
後

四
時
御
殿
場
を
経
て
箱
根
、小
田
原
を
視
察
し
一
同
東
京
に
入
っ
た（
廿

一
日
東
京
）
一
行
の
う
ち
に
は
婦
人
三
人
あ
り
何
れ
も
元
気
で
あ
る
」

　

こ
の
記
事
で
は
富
士
登
山
隊
の
行
動
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
富

士
登
山
隊
二
十
二
名
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
七
月
十
七
日
に
船

で
別
府
を
出
港
し
、
神
戸
を
経
由
し
て
七
月
十
八
日
の
夜
に
富
士
山
の

麓
の
御
殿
場
に
到
着
し
て
一
泊
、
七
月
十
九
日
早
朝
か
ら
登
山
を
始
め

七
合
八
合
目
に
あ
る
石
室
（
宿
泊
施
設
）
に
て
一
泊
す
る
こ
と
に
な
る

が
、こ
の
石
室
前
で
各
種
の
余
興
や
演
説
会
な
ど
を
行
い
「
山
は
富
士
、

海
は
瀬
戸
内
、
温
泉
は
別
府
」
の
大
標
柱
を
設
置
し
て
い
る
。
標
柱
を

設
置
し
た
翌
日
の
七
月
二
十
日
も
早
朝
か
ら
山
頂
を
目
指
し
て
登
山
を

開
始
、
午
前
九
時
に
山
頂
に
達
し
、
温
泉
宣
伝
の
ビ
ラ
の
散
布
や
演
説

会
な
ど
を
催
し
て
い
る
。

　

以
上
が
、
新
聞
記
事
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
富
士
山
に
大
標
柱
を
建

て
た
一
部
始
終
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
は
梅
田
凡
平
で
あ
っ
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。
こ
の
資
料
だ
け
で
は
熊
八
の
関
与
は
不
明
で
あ
る
が
、

熊
八
と
凡
平
と
は
と
も
に
別
府
宣
伝
に
没
頭
す
る
盟
友
関
係
に
あ
り
、

日
常
的
に
観
光
宣
伝
の
意
見
交
換
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
記
事
で
は
市
当
局
が
「
山
は
富
士
、
海
は
瀬
戸
内
、
温
泉

は
別
府
」
の
標
柱
を
建
て
る
こ
と
に
決
め
た
と
し
て
い
る
が
、こ
の
「
山

は
富
士
・
・
」
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
自
体
は
、
富
士
登
山
の
一
年
前

に
あ
た
る
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
八
月
に
梅
田
凡
平
に
よ
り
発
行

さ
れ
た
鳥
観
図
の
中
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
鳥
観
図
を
作
成
し
た
吉
田

初
三
郎
に
よ
る
「
絵
に
添
へ
て
一
筆
」
に
「
見
よ
、
東
九
州
第
一
の
都

会
と
し
て
、
風
光
明
媚
限
り
な
き
此
の
天
下
の
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
・
・
・

「
山
は
富
士
、
海
は
瀬
戸
内
、
温
泉
は
別
府
」」
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、

少
な
く
と
も
富
士
山
頂
付
近
に
大
標
柱
が
建
て
ら
れ
る
一
年
前
ま
で
に

は
、
熊
八
や
凡
平
の
周
辺
で
は
認
知
さ
れ
て
い
た
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
油
屋
熊
八
本
人
が
携
わ
っ
た
資
料
や
同
時
代
資
料
な
ど

を
紹
介
し
た
。
本
人
資
料
も
同
時
代
資
料
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
全
て

が
事
実
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
一
つ
の
資
料
と
と
ら
え
て
慎
重
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
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歴
史
的
な
事
実
に
近
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

油
屋
熊
八
は
別
府
観
光
の
発
展
の
た
め
に
尽
く
し
た
こ
と
は
今
回
紹

介
し
た
資
料
の
な
か
で
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
宇

和
島
時
代
の
輸
出
税
全
廃
建
議
書
に
み
ら
れ
る
行
動
力
や
東
京
で
の
政

財
界
人
と
の
交
流
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
資
料
は
ま

だ
多
く
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
別
府
の
み
な
ら
ず
大
分
・

九
州
の
広
域
圏
観
光
の
先
駆
け
と
な
っ
た
油
屋
熊
八
に
関
し
て
は
、
人

物
研
究
の
対
象
に
成
り
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
近
代
日
本
の
観
光
発

展
史
に
位
置
づ
け
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
さ
ら
な

る
資
料
の
探
索
と
検
討
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
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